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資料３

家庭系ごみの有料化制度実施（平成２４年７月）までの経緯

１ 検討の背景

(1) 家庭系ごみの減量目標

本市では、平成１９年に２７年度を最終年度とする一般廃棄物処理基

本計画（※１）を策定し、減量目標については、計画期間の中間目標と

して、２２年度までに１１年度比で一人１日当たりの家庭系ごみ（資源

化物を除く。）を１０％以上削減（618g→556g）することとした。

※１…廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条に規定する計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄）

（一般廃棄物処理計画）

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一

般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域

内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

以下 （略）

(2) 家庭系ごみ（資源化物を除く。）の一人１日当たりの排出量

本市の一人１日当たりの排出量は、平成１４年度の660ｇをピーク

にほぼ横ばいで推移している状況にあった。そのため、１８年度にご

みの減量・リサイクルに特化したごみ減量推進課を新設し、ごみ減量
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等の周知・啓発に係る各種施策を強力に推進したところ、１９年度以

降は減少傾向に転じたが、２０年度実績で608ｇであり、本市の掲げ

る減量目標556gの達成は困難な状況にあった。

【家庭系ごみ（資源化物を除く。）一人１日当たりの排出量の変遷】

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

６１８ｇ ６３４ｇ ６３８ｇ ６６０ｇ ６５８ｇ

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

６４８ｇ ６４５ｇ ６５０ｇ ６３０ｇ ６０８ｇ

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

６０６ｇ ６０１ｇ ５８４ｇ ５６６ｇ ５２７ｇ

２６年度 ２７年度 ２８年度

５２９ｇ ５１７ｇ ５１２ｇ

・１５年度以前は、市町村合併の影響を加味した値。

・２４年７月から有料化制度実施。

・２８年度は水銀含有ごみも除く。
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２ 秋田市廃棄物減量等推進審議会への諮問と答申

ごみの減量が進まない状況を踏まえ、本市では、さらなるごみ減量の

ための施策を検討するため、秋田市廃棄物減量等推進審議会に対して、

平成１５年２月に「ごみの減量をさらに進めるための方策」について諮

問し、その答申においては、ごみ減量に有効な手法の一つである家庭ご

みの有料化について、公平性や市民意識等を総合的に勘案しながら、積

極的に検討を進めることとされた。

２１年１１月には、一人１日当たりの排出量が本市の掲げる減量目標

と乖離している状況にあり、２２年度までの目標達成が困難であったこ

とから、同審議会に対して、「家庭系ごみの有料化」について諮問し、

「家庭系ごみの有料化は、経済的動機付けが働くことによりごみの減量

が図られる有効な手法であることから、市民の理解と協力のもとに実施

する必要がある」との答申を２２年７月にいただいている。

３ 減量目標年度の延長と家庭系ごみ有料化の実施

秋田市廃棄物減量等推進審議会からの答申後、本市では、ごみの減量

・リサイクルや家庭系ごみの有料化制度に対する市民の理解を得るため

の説明会を開催し、ごみの減量等を積極的に推進した。

その間、平成２２年度までに達成するべき減量目標556gを達成できな

かったため、この目標を２年間延長することとしたが、２２年度の一人

１日当たりの排出量は601ｇであり、現状のままでは延長後の２４年度

でも達成困難であると判断し、２３年９月議会に本制度の実施に係る条

例改正（案）を上程し、議会の議決を経て、２４年７月から本制度を実

施している。


